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亀 山 市 議 会 基 本 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て  

 

 上 記 の 議 案 を 、 地 方 自 治 法 第 １ １ ２ 条 及 び 亀 山 市 議 会 会 議 規 則 第  

１ ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 別 紙 の と お り 提 出 し ま す 。  
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 亀 山 市 議 会 基 本 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 

 



亀 山 市 条 例 第    号  

 

   亀 山 市 議 会 基 本 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

  

亀 山 市 議 会 基 本 条 例 （ 平 成 ２ ２ 年 亀 山 市 条 例 第 ２ ９ 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。  

 目 次 第 ６ 章 中 「 政 務 調 査 費 」 を 「 政 務 活 動 費 」 に 改 め る 。  

第 ８ 条 第 ３ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

３  議 会 は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 。 以 下 「 法 」 と

い う 。 ） 第 １ ０ ０ 条 の ２ の 規 定 に よ る 専 門 的 事 項 に 係 る 調 査 並 び

に 法 第 １ １ ５ 条 の ２ （ 委 員 会 に お い て は 法 第 １ ０ ９ 条 第 ５ 項 に お

い て 準 用 す る 第 １ １ ５ 条 の ２ ） の 規 定 に よ る 公 聴 会 制 度 及 び 参 考

人 制 度 を 十 分 に 活 用 し て 、 市 民 の 専 門 的 又 は 政 策 的 見 識 等 を 議 会

の 討 議 に 反 映 さ せ る よ う 努 め る も の と す る 。  

「 第 ６ 章  政 務 調 査 費 」 を 「 第 ６ 章  政 務 活 動 費 」 に 改 め る 。  

 第 １ ５ 条 の 見 出 し 中 「 政 務 調 査 費 」 を 「 政 務 活 動 費 」 に 改 め 、 同

条 第 １ 項 中 「 亀 山 市 議 会 政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 」 を 「 亀 山

市 議 会 政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 」 に 、 「 政 務 調 査 費 」 を 「 政

務 活 動 費 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 中 「 政 務 調 査 費 」 を 「 政

務 活 動 費 」 に 改 め る 。  

 第 １ ７ 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 （ 議 員 の 定 数 ）  

第 １ ７ 条  亀 山 市 議 会 議 員 定 数 条 例 ( 平 成 ２ ４ 年 亀 山 市 条 例 第 ３ ２

号 ) に 定 め る 議 員 の 定 数 の 改 正 を 提 案 す る に 当 た っ て は 、 法 第 ７

４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 直 接 請 求 の 場 合 及 び 市 長 が 提 出 す る 場 合

を 除 き 、 行 財 政 改 革 の 視 点 だ け で は な く 、 市 政 の 現 状 と 課 題 及 び

将 来 の 予 測 と 展 望 を 十 分 考 慮 す る と と も に 、 類 似 自 治 体 の 議 員 の

定 数 並 び に 当 該 団 体 の 人 口 、 面 積 、 財 政 規 模 等 と の 比 較 及 び 検 討

を 行 い 、 明 確 な 改 正 理 由 を 付 し て 委 員 会 又 は 議 員 が 提 案 す る も の

と す る 。  



附  則  

 こ の 条 例 中 目 次 の 改 正 規 定 、 第 ６ 章 の 章 名 の 改 正 規 定 及 び 第 １ ５

条 の 改 正 規 定 は 平 成 ２ ５ 年 ３ 月 １ 日 か ら 、 第 ８ 条 第 ３ 項 及 び 第 １ ７

条 の 改 正 規 定 は 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  

  

 


